
第６次酒々井町総合計画後期基本計画等策定支援業務仕様書

１．業務名

第６次酒々井町総合計画後期基本計画等（令和９年度～令和１３年度）策定支援

業務

２．業務目的

本業務は、現行の第６次酒々井町総合計画前期基本計画（以下「前期基本計画」

という。）及び第２期酒々井町まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「２期総合戦

略」という。）の計画期間が、令和８年度で終了することから、昨今の少子高齢化の

急速な進展とともに社会情勢の急激な変化や頻発する風雨等災害への対応、更には

厳しい財政状況などを踏まえ、これまでのまちづくりの成果を基盤とした住民福祉

のより一層の向上と各地域の均衡ある発展を導くため、地域住民の生活形態や意識

の変化などそのニーズを的確に把握するとともに地方創生の取組をより深化させ、

広く町民の意見を反映した第６次酒々井町総合計画後期基本計画（以下「後期基本

計画」という。）及び第３期酒々井町まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「次期

総合戦略」という。）を一体として策定することを目的とする。

３．業務委託期間

契約締結日から令和９年３月１９日（金）まで

４．業務内容

本業務の概要は、以下を想定しているが、受託候補者の提案内容に基づき町と受

託業者の協議により、業務内容を確定するものとする。

【令和７年度】

（１）後期基本計画及び次期総合戦略策定にあたっての基礎調査及び分析

①前期基本計画及び２期総合戦略の検証

前期基本計画及び２期総合戦略で掲げた施策及び事業について、達成度など

の進捗状況の整理と分析を行う。

②町の現状や特性等の整理と分析

町の地理的条件や歴史的な視点から、類似・近隣自治体等の比較及び地区別

比較等を行い、町の特性等（強みや弱み）の整理と分析を行う。

③各課で策定している計画等の整理と分析

各課で策定または実施した「計画」、「方針」、「アンケート」等で、後期基本

計画及び次期総合戦略策定に関連すると想定されるものについて、整理と分析

を行う。

④町の人口や世帯数等の推移の整理と今後の推計

町の人口及び世帯数の推移並びに町内の開発状況の推移を整理・分析し、今

後の中長期的な推計を行う。

⑤国や県の関連計画等の整理と分析

国や県が策定または実施した計画等で、後期基本計画及び次期総合戦略策定

に関連するものもしくは関連することが予想されるものについて、整理と分析

を行う。

⑥社会経済動向の整理と今後５年間の推測

少子高齢化、人口減少社会の到来、環境問題、住民の価値観の多様化、地方



創生の推進等、近年の社会・経済における動向の整理と分析を行い、今後の見

通しについて推測を行う。

⑦町長の方針確認

ヒアリング等により、町長の方針を確認する。

（２）住民ニーズに係る調査

住民意識（アンケート）調査の実施

後期基本計画及び次期総合戦略策定のため基礎資料として次のとおりアン

ケート調査を実施する。

対象者数：２，０００人（発送・督促・回収等、郵送料含む）

（３）課題等の抽出

（１）及び（２）の項目で整理された状況を基に、次の課題を抽出する。

①前期基本計画及び２期総合戦略の検証結果から見た課題

②町の現状や特性等から見た課題

③町の人口や世帯数等の推移と今後の推計から見た課題

④国や県の関連計画や他自治体との比較から見た課題

⑤社会経済動向から見た課題

⑥住民ニーズ調査結果から見た課題

⑦課題抽出のための各課ヒアリング

（４）課題と現状の整理

抽出した課題と町の現状の整理及び分析を行い、その結果を「基礎調査結果報

告書」として作成し提出する。また、報告書は電子データとしても提出する。

（５）会議等

庁内策定会議等にあたり、必要な資料の作成、説明の補助、会議結果の概要の

作成等の運営支援を行う。

（６）打合せ協議等

打合せ協議については、概ね毎月１回程度（１か年で１２回程度）行う。

本業務を適正かつ円滑に実施するため、業務責任者と監督員は常に密接な連絡

を取り、業務の方針及び条件等の疑義を正すこととし、その内容についてはその

都度受託者が書面（打合せ記録簿等）に記録し、相互に確認することとする。

【令和８年度】

（１）後期基本計画及び次期総合戦略の策定支援

①計画構成・重点施策・施策体系等に関する助言及び支援

②総合戦略に関する助言及び支援

③計画本文等に関する助言及び支援

④成果指標等の目標値の設定に関する助言及び支援

⑤各課ヒアリングに関する助言及び支援

⑥計画素案・概要版作成に関する助言及び支援（写真・グラフ・図式の挿入、イ

ラストレーター等によるデザイン・レイアウト調整を含む）

（２）町議会議員ヒアリング

町議会議員にヒアリング等を実施して、意見を聴取する。

（３）パブリックコメントの実施支援

計画素案についてのパブリックコメントを委託者が実施するにあたり、実施方

法やとりまとめに関するアドバイスや、質問の回答書作成の支援を行う。

（４）会議等

次の会議等にあたり、必要な資料の作成、説明の補助、会議結果の概要の作成

等の運営支援を行う。

①分野別懇談会（２回程度）

②庁内策定会議（５回程度）

（５）打合せ協議等



打合せ協議については、概ね毎月１回程度（１か年で１２回程度）行う。

本業務を適正かつ円滑に実施するため、業務責任者と監督員は常に密接な連絡

を取り、業務の方針及び条件等の疑義を正すこととし、その内容についてはその

都度受託者が書面（打合せ記録簿等）に記録し、相互に確認することとする。

５．成果品

【令和７年度】

・基礎調査結果報告書（住民意識調査報告書を含む）

Ａ４判、約１４０ページ以内、１色刷：２０部

・上記データ一式

・情報提供資料一式

・前期基本計画及び２期総合戦略進捗状況の分析結果資料

【令和８年度】

・後期基本計画及び次期総合戦略[本編]

Ａ４判、約２８０ページ以内、フルカラー：２５０冊

・後期基本計画及び次期総合戦略[概要版]

Ａ４判、約１６～２４ページ、フルカラー：８，０００冊

・上記データ一式

・情報提供資料一式

６．その他

本仕様書に記載されていない業務が発生した場合は、双方で協議し、対応の可否を

含めて別途決定すること。


